
 

旭川市次期一般廃棄物最終処分場建設候補地の選定フロー 

《要件》 

 旭川市内に位置する面積が 100,000㎡以上 200,000㎡以下の一体の土地で，次の区域等を除く。 

 ※除外地域＝①市街化区域，②国有林及び保安林，③史跡，名勝及び天然記念物の指定区域， 

      ④河川区域，⑤宅地造成工事規制区域，⑥土砂災害警戒区域等， 

⑦洪水ハザードマップによる規制区域，雪崩危険箇所及び飲料水源への影響のおそれのある上流域， 

⑧既に高度で代替のない土地利用がなされている区域，⑨環境緑地保護地区等 

         

   上記要件で民有地から公募    

         

         

         

 応募あり    応募なし  

         

      市による候補地選定  

         

 選定段階１ 公募要領（応募地要件及び応募者資格）との適合確認  

         

         

         

 適合する    適合しない  

       

         

 選定段階２ 応募地の定量評価（旭川市最終処分場建設候補地比較評価方法）  

         

 基準＝応募地の定量評価の平均点以上 

※次のいずれかに該当する場合は，上記にかかわらず上位３位までの応募地が基準を満た

すものとする。 

①応募数が３以下のとき 

②応募数が４以上でその平均点を超える応募地が３未満のとき 

 

         

         

         

 基準を満たす    基準を満たさない  

       

         

 選定段階３ 応募地の定性評価  

  定性的事項（事業の実現性，実施の難易度，関連する計画や施策との整合等）

の評価 
 

         

         

         

     順位付けの対象外  

 

・総合政策部→市施策との整合,予算,事業費 

・地域振興部→地域振興策(定住？) 

・市民生活部→まち協(地域振興策の地域合意？) 

※全て不適合のときは，市による選定 

※全て不適合のときは，市による選定 

※全て対象外のときは，市による選定 
順 位 付 け 

（建設候補地の選定完了） 

 

 


